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企
業
主
導
型
保
育
事
業
者
に
補
助
金
適
正
化
法
が
適
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
関
す
る
質
問
主
意
書

企
業
主
導
型
保
育
事
業
に
お
い
て
、
公
益
財
団
法
人
児
童
育
成
協
会
か
ら
企
業
主
導
型
保
育
事
業
を
実
施
す
る
事
業
者
に
対

し
て
助
成
し
て
い
る
整
備
費
や
運
営
費
の
助
成
金
は
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
四

項
に
定
め
る
間
接
補
助
金
等
に
該
当
し
、
企
業
主
導
型
保
育
事
業
者
は
、
同
法
第
二
条
第
六
項
で
定
め
る
間
接
補
助
事
業
者
等

に
該
当
す
る
と
考
え
る
が
、
制
度
創
設
以
来
、
そ
の
よ
う
な
適
用
を
行
わ
ず
、
実
施
要
綱
上
、
「
公
募
団
体
は
、
助
成
を
行
う

に
当
た
っ
て
は
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
七
条
等
の
規
定
を
参
考
に
、
助
成
の
条
件
を
付

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
参
考
程
度
に
し
か
み
な
し
て
こ
な
か
っ
た
の
は
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
も
の
か
。
そ
の
理
由
及

び
法
的
根
拠
を
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。


